
第 2号議案 

平成２７年度事業計画書（案） 

           

平成 28年 3月 4日から 

 平成 28年 3月 31日まで 

 

 

Ⅰ 運営方針 

 労働保険や社会保険は企業やそこで働く従業員にとって困ったときに頼れる重要な保険

制度であるにもかかわらず、労働保険や社会保険の加入が費用負担増の存在になっている

と感じている事業主や従業員が見受けられる。人材開発協会（仮称）では、労働保険制度

や労働福祉事業等を周知する方法として、『人材開発協会会報（仮称）』を発行し、情報の

提供と会員相互の連絡調整のツールとして活用を図り、さらに、法改正情報や、労災保険

事例、各種助成金の情報提供を継続的に行い、時宜に即応した適切な支援により、社会保

障制度への認識の向上に努める。 

 また、会員およびそこで働く労働者が安心して働ける環境を整えることができるよう各

種の事業展開を図る。 

 

 Ⅱ 事業内容 

（1）会員の募集 

  現在は会員（予定）6社（7名）であるが、事業年度内で更なる会員の確保を図る                      

（2）団体設立の周知活動 

  人材開発協会（仮称）の設立を、中小企業・各種団体等に周知するため知り合いの企

業、友人、知人等に情報誌または口コミを通じて宣伝する。 

（3）「人材開発協会会報（仮称）」 の発行 

  設立の趣旨と今後の人材開発協会（仮称）の事業展開について会員に周知する外、新

たな会員の確保のツールとして活用する。 

 

発行は 50部程度、本年 3月中に発行とする。 


